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は 

じ 

め 

に

　

本
稿
で
は
、坂
井
市
み
く
に
龍
翔
館
が
所
蔵
す
る
『
丹
後
国
夷
屋
文
書
』（
以

下
、『
夷
屋
文
書
』
と
略
記
）
の
紹
介
と
分
析
を
行
い
た
い
。

　

当
該
文
書
群
は
、
丹
後
国
田
辺
（
現
京
都
府
舞
鶴
市
）
で
海
運
業
を
営
ん
で

い
た
夷
屋
（
姓
は
村
田）

（
（

）
の
関
係
文
書
で
、
点
数
は
全
五
六
点
で
あ
る
。
こ
れ

ら
は
、令
和
元
年
度
に
同
館
が
坂
井
市
内
の
古
美
術
商
か
ら
購
入
し
た
も
の
で
、

元
々
は
、
売
却
者
が
買
い
求
め
た
船
箪
笥
の
中
に
当
該
文
書
群
が
収
め
ら
れ
て

い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　
『
夷
屋
文
書
』
の
詳
し
い
内
容
は
後
述
す
る
が
、
近
世
〜
近
代
に
か
け
て
港

町
と
し
て
栄
え
た
三
国
湊
を
は
じ
め
と
し
た
、
越
前
国
〜
丹
後
国
に
か
け
て
の

若
狭
湾
と
そ
の
周
辺
地
域
の
商
人
た
ち
と
村
田
家
の
取
引
に
関
す
る
文
書
が
多

数
含
ま
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
村
田
家
の
海
運
活
動
に
つ
い
て
は
、
史
料
的
な

制
約
等
も
あ
っ
て
か
、
管
見
の
限
り
で
は
先
行
研
究
で
ほ
と
ん
ど
紹
介
さ
れ
て

お
ら
ず
、
同
家
の
具
体
的
な
活
動
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ

ろ
う）

2
（

。

　

丹
後
国
の
廻
船
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
自
治
体
史
等
で
、
い
わ
ゆ
る
「
北

前
船
」
の
全
国
的
な
動
向
を
踏
ま
え
た
丹
後
廻
船
全
体
の
概
要
が
紹
介
さ
れ
て

お
り）

3
（

、
丹
後
国
か
ら
移
出
さ
れ
た
商
品
や
他
国
か
ら
の
移
入
品
、
主
な
商
人
た

ち
の
活
動
等
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
近
年
で
は
、
当
該
地
域
で
海
運
業
に

従
事
し
て
い
た
諸
家
に
残
さ
れ
た
史
料
や
、
全
国
各
地
に
残
さ
れ
た
取
引
記
録

な
ど
の
分
析
を
通
し
て
、
徐
々
に
そ
の
具
体
像
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る）

4
（

。

た
だ
し
、
遠
隔
地
間
の
取
引
に
従
事
し
た
商
人
た
ち
の
活
動
に
つ
い
て
は
研
究

が
進
展
し
て
い
る
一
方
で
、
若
狭
湾
周
辺
の
近
距
離
の
地
域
で
主
に
活
動
し
た

商
人
た
ち
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
研
究
蓄
積
が
豊
富
な
わ
け
で
は
な
い
。
そ

う
し
た
研
究
動
向
は
越
前
国
の
廻
船
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
丹
後
国
を
は
じ
め

と
し
た
近
距
離
間
の
取
引
に
関
し
て
は
研
究
が
進
展
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い）

5
（

。

　

そ
こ
で
、本
稿
で
は『
夷
屋
文
書
』の
全
体
的
な
概
要
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、

坂
井
市
み
く
に
龍
翔
館
所
蔵
『
丹
後
国
夷
屋
文
書
』
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―
内
容
の
紹
介
と
分
析
―

上　

原　

康　

生
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上
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坂
井
市
み
く
に
龍
翔
館
所
蔵
『
丹
後
国
夷
屋
文
書
』
に
つ
い
て

村
田
家
の
活
動
形
態
に
つ
い
て
も
分
析
し
た
い
。
本
稿
に
お
け
る
考
察
が
三
国

湊
と
丹
後
国
の
商
人
に
よ
る
取
引
の
み
な
ら
ず
、
若
狭
湾
周
辺
地
域
に
お
け
る

海
運
史
の
実
態
の
一
端
を
解
明
す
る
こ
と
に
つ
な
が
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。

　
　
　

一　

夷
屋
（
村
田
家
）
と
丹
後
国
田
辺
に
つ
い
て

　

夷
屋
は
姓
を
村
田
と
い
い
、
丹
後
国
田
辺
城
下
の
竹
屋
町
（
現
京
都
府
舞
鶴

市
竹
屋
）
に
店
を
構
え
て
い
た）

6
（

。
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
廻
船
を
所
持
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
ほ
か
、
少
な
く
と
も
近
世
後
期
の
段
階
で
は
船
宿
を
営
ん

で
お
り
、
越
前
国
三
国
湊
の
廻
船
と
の
取
引
も
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る）

7
（

。

　

村
田
家
が
拠
点
と
し
た
田
辺
は
、
田
辺
藩
の
城
下
町
・
商
港
と
し
て
発
展
し

た
。
中
で
も
高
野
川
沿
い
に
位
置
す
る
竹
屋
町
は
、
全
国
の
商
品
流
通
圏
の
中

の
一
市
場
と
し
て
、
同
藩
内
外
の
物
資
の
集
散
地
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
、

江
戸
時
代
中
期
に
は
有
力
な
船
主
が
出
現
す
る
な
ど
、
大
商
人
も
多
く
居
住
し

て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

8
（

。

　
　
　

二　
『
夷
屋
文
書
』
の
概
要

　
『
夷
屋
文
書
』
は
全
五
六
点
あ
り
、
そ
の
目
録
を
【
表
①
】
と
し
て
末
尾
に

掲
載
し
た）

9
（

。
作
成
年
代
は
推
定
の
も
の
を
含
め
て
大
半
が
元
治
〜
慶
応
年
間
頃

の
も
の
で
あ
る）

（（
（

。
ま
た
、
整
理
番
号
（4
の
一
点
を
除
い
て
、
残
り
五
五
点
の
形

態
は
全
て
一
紙
で
あ
る
。

　

な
お
、『
夷
屋
文
書
』
は
取
引
先
商
人
の
拠
点
地
か
ら
、（
一
）
三
国
湊
関
係
、

（
二
）
新
潟
関
係
、（
三
）
丹
後
国
関
係
、（
四
）
そ
の
他
に
大
別
さ
れ
る
。
以
下
、

（
一
）
〜
（
四
）
の
内
容
ご
と
に
考
察
し
て
い
き
た
い
。

　
（
一
）
三
国
湊
関
係
―
三
国
湊
の
商
人
た
ち
と
の
取
引
内
容
―

　

整
理
番
号
２
〜
（6
、
52
、
53
が
該
当
す
る
。【
表
②
】
は
三
国
湊
の
商
人
た

ち
と
村
田
家
を
含
め
た
丹
後
の
商
人
た
ち
と
の
取
引
内
容
を
ま
と
め
た
表
だ

が
、
取
引
の
大
半
が
魚
屋
次
郎
八
と
の
も
の
で
、
魚
屋
側
か
ら
村
田
家
に
菜

種
、
菜
種
油
が
売
却
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
菜
種
お
よ
び
、
そ
れ

を
加
工
し
た
菜
種
油
は
三
国
湊
の
主
要
な
移
出
品
の
一
つ
で
あ
り
、『
夷
屋
文

書
』
の
時
期
よ
り
若
干
時
代
が
下
る
が
、
明
治
一
一
年
段
階
で
は
、
三
国
湊
か

ら
の
移
出
品
の
う
ち
、
菜
種
は
第
二
位
の
、
菜
種
油
は
第
三
位
の
移
出
額
を
示

し
、
こ
れ
ら
の
合
計
額
は
移
出
額
全
体
の
約
三
割
を
占
め
て
い
る）

（（
（

。

　

近
世
後
期
の
越
前
国
内
で
は
、
水
田
の
裏
作
な
ど
で
菜
種
の
栽
培
が
活
発
に

行
わ
れ
て
お
り
、
一
八
世
紀
後
半
以
降
は
同
国
内
で
生
産
・
流
通
す
る
、
い
わ

ゆ
る
地
廻
り
の
菜
種
油
の
市
場
が
あ
り
、
相
当
量
の
菜
種
油
の
生
産
と
流
通
が

あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る）

（（
（

。
ま
た
、
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
に
福
井

藩
が
菜
種
の
専
売
制
を
実
施
し
て
お
り
、
同
藩
が
菜
種
の
生
産
・
販
売
に
注
力

し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る）

（（
（

。
実
際
に
、【
史
料
①
】
で
は
、「
郡
村
分
」「
楢

原
村
分
」「
黒
丸
村
分
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、当
時
い
ず
れ
も
福
井
藩
領
で
あ
っ

た
郡
村
（
現
福
井
市
郡
町
）・
楢
原
村
（
現
福
井
市
南
楢
原
町
・
北
楢
原
町
）・

黒
丸
村
（
現
福
井
市
黒
丸
町
）
で
生
産
さ
れ
た
菜
種
が
取
引
さ
れ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る）

（（
（

。
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【
史
料
①）

（（
（

】

　
　

買
目
録

　

郡
村
分

一
、
菜
種　
　

百
五
拾
八
叺

　
　

正
味
四
斗
九
升
九
合
廻
し

　
　

此
出
〆
七
拾
八
石
弐
斗
壱
升

　

楢
原
村
分

一
、
同　
　
　

七
拾
九
叺

　
　

正
味
四
斗
九
升
〇
五
勺
廻
し

　
　

此
出
〆
三
拾
八
石
七
斗
四
升
九
合
五
勺

　

黒
丸
村
分

一
、
同　
　
　

六
拾
九
叺

　
　

正
味
四
斗
九
升
三
合
五
勺

　
　

此
出
〆
三
拾
四
石
〇
五
升
壱
合
五
勺

　

都
合
三
百
〇
六
叺

　
　

出
〆
百
五
拾
壱
石
壱
升
壱
合

　
　
　
　

五
斗
ニ
付

　
　
　
　
　
　

弐
百
七
拾
壱
匁
五
分
替

代
八
拾
壱
貫
九
百
九
拾
八
匁
九
分
七
厘

　
　

外　

八
百
拾
九
匁
九
分
八
厘　

口
銭

　
　
　
　

八
拾
弐
匁　
　
　
　
　
　

仲
人

　
　
　
　

壱
貫
〇
〇
九
匁
八
分　
　

御
通
ち
ん

　
　
　
　

九
拾
壱
匁
八
分　
　
　
　

蔵
出
し
賃

　
　
　

〆
弐
貫
〇
〇
三
匁
九
分
八
厘

　

〆
八
拾
四
貫
〇
弐
匁
五
分
五
厘

　

百
四
拾
八
匁
立

　
　

此
金
五
百
六
拾
七
両
ト

　
　
　
　
　
　

永
五
拾
八
匁
四
分
八
厘

右
之
通
買
渡
別
紙
差
引
ニ
入
、
此
表
者
無
出
入
候
、
以
上
、

　
　

寅（

慶

応

二

年

）

七
月
六
日　
　

魚
屋
次
郎
八
（
印
）

　
　

夷
屋
喜
左
衛
門
殿

　
【
表
②
】
か
ら
わ
か
る
の
は
あ
く
ま
で
断
片
的
な
事
象
だ
が
、
そ
れ
で
も

村
田
家
が
数
年
の
間
に
菜
種
を
大
量
に
買
い
求
め
て
お
り
、
特
に
慶
応
二
年

（
一
八
六
六
）
は
総
額
一
〇
〇
〇
両
を
超
え
る
額
の
菜
種
と
菜
種
油
の
取
引
が
行

わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
越
前
産
の
菜
種
は
丹
後
国
内
に
お
い
て
も
相
応
の
需

要
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
越
前
産
菜
種
の
需
要
は
丹
後
国
に
と
ど

ま
ら
ず
、
し
ば
し
ば
但
馬
国
津
居
山
港
に
入
津
し
、「
三
国
種
」
と
称
し
て
売

買
さ
れ
て
お
り
、
豊
岡
城
下
で
は
製
油
用
の
菜
種
が
越
前
国
か
ら
買
い
求
め
ら

れ
て
い
た）

（（
（

。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
越
前
国
内
で
当
時
盛
ん
に
生
産
・
加
工
さ

れ
た
菜
種
・
菜
種
油
が
、
若
狭
湾
沿
岸
を
中
心
に
、
近
隣
諸
国
に
広
く
流
通
し

て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る）

（（
（

。

　

そ
し
て
、
越
前
産
菜
種
の
丹
後
方
面
へ
の
流
通
に
寄
与
し
て
い
た
の
が
、
丹

後
国
由
良
・
神
崎
の
運
賃
積
み
従
事
者
た
ち
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
由
良
・

神
崎
は
多
く
の
船
乗
り
を
輩
出
し
た
地
域
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り）

（（
（

、
整
理
番
号

３
・
４
で
は
、
魚
屋
次
郎
八
が
村
田
家
に
売
却
し
た
菜
種
の
輸
送
を
そ
れ
ぞ
れ
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原　

坂
井
市
み
く
に
龍
翔
館
所
蔵
『
丹
後
国
夷
屋
文
書
』
に
つ
い
て

由
良
市
三
郎
、神
崎
村
塩
屋
甚
兵
衛
が
担
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
特
に【
史

料
②
】
に
、「
運
賃
由
良
・
神
崎
御
定
法
通
り
」
と
の
文
言
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

由
良
・
神
崎
に
は
相
当
数
の
運
賃
積
み
従
事
者
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
と

と
も
に
、
三
国
湊
―
丹
後
国
間
の
商
品
輸
送
に
あ
た
っ
て
は
、
彼
ら
が
一
定
の

役
割
を
果
た
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

【
史
料
②）

（（
（

】

　
　

由
良
市
三
郎
殿
船
送
り
状

一
、
菜
種
四
拾
九
叺　

各
目
切
手
付

　
　
　

此
鋪
金
四
拾
九
両
也

　
　
　
　

外
ニ
運
賃
由
良
・
神
崎
定
法
通
り
御
渡
可
被
下
候
、
以
上

　
　
　
　

鋪
金
着
歩
右
同
断
御
渡
し
可
被
下
候
、
以
上

右
積
送
り
可
申
処
、
着
岸
之
砌
改
御
受
取
可
被
申
候
、
万
一
海
上
之
儀
ハ
可
為

御
法
、
仍
而
如
件
、

　
　

丙〔
慶
応
二
年
カ
〕

寅
八
月
十
三
日　
　
　
　
　

魚
屋
次
郎
八
（
印
）

　
　
　
　

丹
後
田
辺

　
　
　
　

夷
屋
喜
左
衛
門
殿
行

　

菜
種
の
売
買
以
外
で
は
、
森
田
三
郎
右
衛
門
と
金
屋
平
治
郎
と
の
取
引
に
お

い
て
、
森
田
側
か
ら
「
上
板
石
」
が
売
却
さ
れ
て
い
る
（【
史
料
③
】）。

【
史
料
③）

（（
（

】

　
　
　

覚

一
、
上
板
石　
　

弐
拾
間

　
　

直
段
弐
百
三
匁
五
分
替

　

代
四
百
七
拾
匁

　
　

外
ニ
十
九
匁
九
分
弐
厘　
　

四
弐
四
掛
り
物

　

〆
四
百
八
拾
九
匁
九
分
弐
厘　
　

右
之
通
代
銀
不
残
相
済
候
、
已
上
、

　

丑〔
慶
応
元
年
カ
〕

三
月
九
日　
　

森
田
三
郎
右
衛
門
（
印
）

　
　
　

金
屋
平
治
郎
殿

　
「
上
板
石
」
と
は
、
笏
谷
石
の
こ
と
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
笏
谷
石
と
は
、

福
井
城
下
南
西
の
足
羽
山
よ
り
採
掘
さ
れ
た
青
緑
色
の
凝
灰
岩
の
こ
と
で
、
切

り
出
さ
れ
た
笏
谷
石
は
、
足
羽
川
・
九
頭
竜
川
の
河
川
舟
運
を
利
用
し
て
三
国

湊
へ
運
ば
れ
後
、
そ
こ
か
ら
全
国
各
地
へ
運
び
出
さ
れ
た）

（（
（

。
な
お
、
笏
谷
石
は

採
掘
さ
れ
た
地
層
に
よ
っ
て
品
質
に
差
が
あ
り
、
色
と
礫
の
程
度
で
品
質
水
準

が
決
ま
っ
た
。
ま
た
、
採
掘
さ
れ
た
石
の
外
観
（
品
質
）
は
、
原
則
的
に
は
定

め
ら
れ
た
規
格
通
り
に
仕
上
げ
て
か
ら
出
荷
さ
れ
た）

（（
（

。し
た
が
っ
て
、【
史
料
③
】

の
取
引
に
お
け
る
「
上
板
石
」
と
は
、
上
質
の
「
板
石
」（
＝
規
格
品
）
を
示

す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
、三
国
湊
の
商
人
が
丹
後
商
人
か
ら
物
資
を
購
入
し
た
も
の
と
し
て
は
、

室
屋
弥
助
が
新
屋
与
左
衛
門
か
ら
素
麺
類
を
購
入
し
た
史
料
が
あ
る
（
整
理
番

号
（3
）。
素
麺
は
、
桐
油
な
ど
の
油
や
木
綿
と
と
も
に
、
丹
後
国
か
ら
の
主
な

移
出
品
の
一
つ
で
あ
っ
た）

（（
（

。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
三
国
湊
の
商
人
は
越
前
国
の
特
産
物
を
売
却
し
、
逆
に

丹
後
国
か
ら
は
同
国
の
特
産
品
が
売
却
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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（
二
）
新
潟
関
係
―
新
潟
の
商
人
た
ち
と
の
取
引
内
容
―

　

整
理
番
号
22
〜
3（
が
該
当
す
る
。
取
引
内
容
を
ま
と
め
た
【
表
③
】
か
ら
わ

か
る
よ
う
に
、
全
て
の
取
引
で
村
田
家
が
大
月
屋
藤
蔵
と
庄
内
屋
佐
次
兵
衛）

（（
（

に

商
品
を
売
却
し
て
い
る
。
売
却
品
で
あ
る
桐
油
、
砂
糖
類
、
素
麺
類
の
う
ち
、

桐
油
と
素
麺
は
先
述
し
た
よ
う
に
丹
後
国
か
ら
の
主
要
な
移
出
品
で
あ
り）

（（
（

、
こ

れ
ら
の
商
品
が
新
潟
方
面
へ
も
流
通
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

ま
た
、
村
田
家
廻
船
の
船
頭
を
務
め
た
の
が
市
右
衛
門
と
元
吉
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
市
右
衛
門
の
名
が
確
認
で
き
る
文
書
の
年
代
が
元
治

二
・
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）、
元
吉
の
名
が
確
認
で
き
る
文
書
の
年
代
が
慶
応

二
年
と
い
う
よ
う
に
、
同
一
年
内
に
両
者
が
船
頭
と
し
て
活
動
し
て
い
た
こ
と

を
示
す
史
料
は
『
夷
屋
文
書
』
に
は
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
、
慶
応
元

年
〜
同
二
年
に
か
け
て
船
頭
が
市
右
衛
門
か
ら
元
吉
に
替
わ
っ
た
の
か
、
あ
る

い
は
村
田
家
が
複
数
の
廻
船
を
所
持
し
て
い
た
の
か
、
村
田
家
の
持
ち
船
数
に

つ
い
て
の
詳
細
は
現
時
点
で
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
た
だ
、
少
な
く
と
も
、
村

田
家
の
持
ち
船
の
規
模
に
つ
い
て
は
中
規
模
以
上
の
も
の
で
あ
っ
た
も
の
と
思

わ
れ
る）

（（
（

。

　
（
三
）
丹
後
国
関
係
―
丹
後
国
の
商
人
た
ち
と
の
取
引
内
容
―

　

整
理
番
号
１
、
32
〜
46
、
48
、
49
、
54
が
該
当
す
る
。
そ
の
内
容
を
ま
と
め

た
【
表
④）

（（
（

】
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
取
引
の
大
半
が
宮
津
の
船
宿
・
江
尻
屋
七

左
衛
門）

（（
（

と
の
も
の
で
、い
ず
れ
も
村
田
家
が
江
尻
屋
か
ら
塩
を
購
入
し
て
い
る
。

史
料
の
大
半
は
江
尻
屋
が
村
田
家
に
宛
て
た
「
送
り
状
」
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の

記
載
内
容
か
ら
、
神
崎
・
宮
津
・
田
辺
の
運
賃
積
み
従
事
者
が
塩
の
輸
送
を
担
っ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
整
理
番
号
33
、
34
、
36
に
よ
る
と
、
運
賃
は

塩
一
俵
あ
た
り
の
取
引
額
の
約
三
％
に
相
当
す
る
額
で
請
け
負
わ
れ
て
い
た
よ

う
で
あ
る）

（（
（

。

　

な
お
、
運
賃
積
み
に
従
事
し
た
の
は
、
基
本
的
に
は
大
型
船
で
は
な
く
小
型

船
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る）

（（
（

。
ま
た
、
慶
応
元
年
十
月
一
八
日
に
三
通
、
同
十
月

晦
日
に
四
通
と
い
う
よ
う
に
、
同
日
付
で
複
数
の
「
送
り
状
」
が
出
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
の
理
由
は
、
お
そ
ら
く
輸
送
船
が
小
型
船
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の

で
、
売
買
自
体
は
一
度
に
行
わ
れ
た
が
、
輸
送
が
複
数
の
船
に
分
散
し
て
行
わ

れ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
若
狭
湾
内
を
多
数
の
運
賃

積
み
船
が
行
き
交
っ
て
い
た
様
子
が
想
像
さ
れ
る
。

　
（
四
）
そ
の
他
―
そ
の
他
地
域
の
商
人
た
ち
と
の
取
引
内
容
―

　
『
夷
屋
文
書
』
全
体
か
ら
み
る
と
ご
く
一
部
で
は
あ
る
が
、
境
港
（
現
島
根

県
境
港
市
）
の
板
屋
五
兵
衛
（
整
理
番
号
5（
）、
赤
間
関
（
下
関
）（
現
山
口
県

下
関
市
）
の
油
屋
仁
右
衛
門
（
整
理
番
号

）
（（
（55

）、
小
浜
（
現
福
井
県
小
浜
市
）

の
米
屋
長
兵
衛
（
整
理
番
号
56
）
の
名
前
が
確
認
で
き
る
。

　

こ
れ
ら
の
う
ち
、
油
屋
仁
右
衛
門
は
下
関
の
廻
船
問
屋
で
あ
り
、
丹
後
廻
船

と
も
恒
常
的
な
取
引
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
村
田
家
と
油
屋
仁

右
衛
門
と
の
取
引
が
い
つ
頃
か
ら
始
ま
っ
た
の
か
、
取
引
が
恒
常
的
な
も
の
で

あ
っ
た
の
か
等
は
現
時
点
で
は
不
明
だ
が
、
少
な
く
と
も
整
理
番
号
55
の
取
引

に
お
い
て
は
、「
丹
後
桐
油
」
が
村
田
家
か
ら
油
屋
側
に
売
却
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
丹
後
産
の
桐
油
が
当
時
の
下
関
に
お
い
て
も
需
要
が
あ
っ
た
こ
と
が

う
か
が
え
る
。
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上
原　

坂
井
市
み
く
に
龍
翔
館
所
蔵
『
丹
後
国
夷
屋
文
書
』
に
つ
い
て

　
　
　

三　

村
田
家
の
海
運
業
に
つ
い
て
の
考
察

　

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、『
夷
屋
文
書
』
か
ら
は
、
村
田
家
が
越
前
国

（
三
国
、
敦
賀
）
や
若
狭
国
（
小
浜
）、
丹
後
国
（
宮
津
、
田
辺
、
由
良
、
神
崎
）

の
商
人
た
ち
と
活
発
に
取
引
を
行
っ
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。

　

ま
た
、『
夷
屋
文
書
』
の
中
に
は
、
各
地
の
相
場
情
報
に
関
係
す
る
文
書
が

数
点
含
ま
れ
て
い
る
（
整
理
番
号
（5
、
（6
、
47
、
50
、
5（
、
52
）。
そ
の
内
訳
は
、

差
出
人
が
不
明
の
50
を
除
く
と
、
（5
・
（6
・
52
は
三
国
湊
の
、
47
は
敦
賀
湊
の
、

5（
は
境
港
の
相
場
情
報
で
あ
る
た
め
、
村
田
家
が
越
前
国
（
三
国
・
敦
賀
）
を

中
心
に
相
場
情
報
を
収
集
し
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。
特
に
三
国
湊
の
相

場
に
関
し
て
は
、
相
場
書
の
送
り
主
で
あ
る
魚
屋
次
郎
八
と
の
間
に
恒
常
的
な

取
引
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
、
他
地
域
に
比
べ
て
相
場
書
の
点
数
が

多
い
こ
と
か
ら
、
村
田
家
が
三
国
湊
の
相
場
情
報
を
重
要
視
し
て
い
た
も
の
と

み
ら
れ
る
。

【
史
料
④）

（（
（

】

御
手
紙
得
御
意
候
、
秋
冷
之
節
ニ
御
座
候
処
、
先
以
其
御
表
御
合
家
様
愈
御
揃

御
清
栄
被
成
御
座
、
銘
々
御
同
儀
と
奉
賀
候
、
然
者
当
月
六
日
ゟ
大
風
雨
ニ
而
、

七
日
暁
ゟ
出
水
ニ
相
成
、
前
代
未
聞
之
高
水
ニ
而
、
当
町
中
川
蔵
都
而
水
附
ニ

相
成
、
誠
ニ
大
騒
動
仕
、
尤
私
共
蔵
中
へ
不
残
水
付
、
夫
々
諸
荷
物
台
揚
等
仕

候
得
共
、
何
分
急
水
ニ
而
少
々
相
濡
候
得
共
、
荒
増
無
難
ニ
御
座
候
、
中
利
蔵

古
種
之
方
者
、
乍
残
念
五
拾
本
斗
水
座
ニ
相
成
申
候
、
依
之
此
中
ゟ
大
勢
人
足

相
雇
塩
相
交
莚
干
ニ
仕
、
大
体
干
乾
可
申
候
、
此
段
左
様
御
承
知
可
被
下
候
、

何
分
水
座
之
方
者
早
速
御
積
船
指
向
被
下
度
奉
被
仕
入
候
、
別
而
塩
蔵
大
変
塩

水
損
ニ
相
成
込
合
義
ニ
御
座
候
、
右
ニ
付
相
場
も
引
上
申
候
、
私
蔵
種
之
方
者

少
々
叺
濡
御
座
候
得
共
、
中
へ
者
通
り
不
申
、
叺
仕
替
候
而
已
ニ
而
無
難
ニ
御

座
候
、
数
之
義
凡
三
十
余
候
事
御
座
候
、
先
日
右
之
段
案
内
迄
如
此
ニ
御
座
候
、

以
上
、

　

八〔
慶
応
二
年
カ
〕

月
十
二
日　
　

魚
屋
次
郎
八

　

夷
屋
喜
左
衛
門
様

　
　
　

御
店
衆
中
様

　
　
　
　

相
場

一
、
御
丸
米　

出
水
前
者

四
百
匁
位

　
　
　
　
　
　

出
水
ニ
付　
　
　
　

五
拾
匁
斗
気
配
候
也

一
、
た
ね　

今
詰
り
ニ
而

　
　
　
　
　
　
　
　

弐
百
六
拾
匁
位

一
、
〃
油　
　
　
　

弐
両
弐
部（

分
）弐
朱
位

　
【
史
料
④
】
は
、
大
風
の
影
響
で
川
が
増
水
し
、
三
国
湊
内
の
商
家
の
蔵
が

被
災
し
、
差
出
人
で
あ
る
魚
屋
次
郎
八
も
商
品
の
「
古
種
」（
＝
菜
種
）
が
濡

れ
て
し
ま
う
と
い
う
被
害
を
受
け
た
こ
と
を
村
田
家
に
伝
え
た
書
状
で
あ
る
。

魚
屋
は
そ
の
奥
書
に
相
場
を
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
三
国
湊
の
商
人
も
村
田

家
に
相
場
を
積
極
的
に
知
ら
せ
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

　

史
料
の
残
存
状
況
を
考
慮
す
る
必
要
は
あ
る
が
、
以
上
の
点
か
ら
、
村
田
家

が
丹
後
国
〜
三
国
湊
に
か
け
て
の
地
域
（
＝
若
狭
湾
と
そ
の
周
辺
地
域
）
を
中

心
に
活
動
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
前
章
で
み
た
よ
う
に
、
村
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田
家
と
当
該
地
域
の
商
人
た
ち
と
の
取
引
の
陰
に
は
、商
品
輸
送
を
担
う
由
良
・

神
崎
等
の
運
賃
積
み
従
事
者
た
ち
の
存
在
が
あ
っ
た
。

　

一
方
で
、
中
規
模
の
持
ち
船
に
よ
る
で
あ
ろ
う
新
潟
や
下
関
の
商
人
と
の
取

引
も
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
、近
距
離
（
い
わ
ゆ
る
地
廻
り
）
を
主
に
し
つ
つ
、

比
較
的
遠
方
の
商
人
と
の
取
引
も
行
っ
て
い
た
こ
と
、
な
お
か
つ
、
近
距
離
間

の
取
引
の
場
合
は
自
ら
の
持
ち
船
で
は
な
く
運
賃
積
み
従
事
者
に
輸
送
を
担
わ

せ
、
遠
方
と
の
取
引
の
場
合
は
自
ら
の
持
ち
船
で
行
う
と
い
う
、
取
引
先
に
応

じ
た
輸
送
手
段
の
棲
み
分
け
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
村
田
家
の
海
運
活
動

の
特
徴
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
　
　

お 

わ 

り 

に

　

村
田
家
が
主
な
活
動
拠
点
と
し
た
と
思
わ
れ
る
若
狭
湾
と
そ
の
周
辺
地
域
、

特
に
三
国
や
敦
賀
、
小
浜
な
ど
は
近
世
〜
近
代
に
か
け
て
北
前
船
の
寄
港
地
と

し
て
繁
栄
し
た
地
域
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、本
稿
で
紹
介
し
た『
夷

屋
文
書
』
か
ら
は
、
北
前
船
の
往
来
で
繁
栄
し
た
当
該
地
域
に
お
い
て
、
北
前

船
が
活
躍
し
た
の
と
同
じ
時
代
に
、
地
廻
り
の
小
型
廻
船
も
活
発
に
行
き
交
っ

て
い
た
様
子
が
想
起
さ
れ
る）

（（
（

。

　

本
稿
で
は
、『
夷
屋
文
書
』
の
内
容
か
ら
、
若
狭
湾
と
そ
の
周
辺
地
域
で
主

に
活
動
し
た
と
み
ら
れ
る
村
田
家
の
海
運
活
動
に
つ
い
て
分
析
し
た
。し
か
し
、

現
時
点
で
詳
細
が
明
ら
か
で
な
い
部
分
も
多
く
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

【
謝
辞
】

　

本
稿
執
筆
に
あ
た
り
、
角
明
浩
氏
、
釣
部
由
紀
子
氏
、
平
野
俊
幸
氏
に
種
々
の
ご
教
示
を

頂
い
た
。
末
筆
に
な
り
ま
し
た
が
、
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

註（
（
）
後
掲
【
表
①
】『
丹
後
国
夷
屋
文
書
』
目
録
の
整
理
番
号
（4
・
42
よ
り
、
夷
屋
の
姓
が

村
田
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
2
）
菅
原
憲
二
編
『
丹
後
国
田
辺
城
下
竹
屋
町
文
書
目
録
』（
千
葉
大
学
文
学
部
史
学
科
菅

原
研
究
室
、
二
〇
一
一
年
）
で
は
、
船
宿
と
し
て
の
夷
屋
（
村
田
家
）
の
活
動
に
つ
い
て

記
さ
れ
た
史
料
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。し
か
し
、夷
屋
の
具
体
的
な
海
運
活
動
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。

（
3
）『
舞
鶴
市
史
』
通
史
編
（
上
）（
舞
鶴
市
役
所
、
一
九
九
三
年
）、『
宮
津
市
史
』
通
史
編

下
巻
（
宮
津
市
役
所
、
二
〇
〇
四
年
）、
真
下
八
雄
「
丹
後
の
回
船
業
」（
中
嶋
利
雄
・
原

田
久
美
子
編
『
日
本
民
衆
の
歴
史 

地
域
編
（0 

丹
後
に
生
き
る
―
京
都
の
人
び
と
』（
三
省

堂 

一
九
八
七
年
））、
中
西
聡
『
北
前
船
の
近
代
史 

海
の
豪
商
た
ち
が
遺
し
た
も
の
（
改

訂
増
補
版
）』（
成
山
堂
書
店
、
二
〇
一
七
年
）
な
ど
。

（
4
）京
都
府
立
丹
後
郷
土
資
料
館
編『
大
海
原
に
夢
を
求
め
て
―
丹
後
の
廻
船
と
北
前
船
―
』

（
同
、
二
〇
一
五
年
）、
藤
本
仁
文
編
『
宮
津
市
北
前
船
関
連
資
料
調
査
研
究
報
告
書
』（
京

都
府
立
大
学
文
学
部
歴
史
学
科
日
本
近
世
史
研
究
室
、
二
〇
一
六
年
）、
同
編
『
京
都
府

立
大
学
文
化
遺
産
叢
書 

第
（2
集 

「
丹
後
の
海
」
の
歴
史
と
文
化
』（
京
都
府
立
大
学
文
学

部
歴
史
学
科
、
二
〇
一
七
年
）
な
ど
。

（
5
）『
福
井
県
史
』
で
は
、
近
世
初
期
に
お
い
て
、
三
国
湊
か
ら
敦
賀
湊
ま
で
の
近
距
離
の

年
貢
米
輸
送
は
地
廻
り
海
運
が
主
体
で
あ
っ
た
こ
と
、
近
世
前
期
に
そ
う
し
た
特
権
的
な

地
廻
り
海
運
が
、
西
廻
海
運
の
展
開
や
宿
駅
制
度
の
整
備
に
よ
る
陸
上
輸
送
と
の
競
合
、
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上
原　

坂
井
市
み
く
に
龍
翔
館
所
蔵
『
丹
後
国
夷
屋
文
書
』
に
つ
い
て

他
地
域
の
廻
船
の
成
長
等
の
理
由
で
退
転
し
た
が
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
越
前
海
岸
各
浦

の
漁
船
持
が
新
た
な
担
い
手
と
し
て
地
廻
り
海
運
に
進
出
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（『
福
井
県
史
』通
史
編
4
近
世
二
、一
九
九
六
年
）。
し
か
し
、近
世
後
期
以
降
に
つ
い
て
は
、

い
わ
ゆ
る
「
北
前
船
」
の
研
究
が
進
展
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
地
廻
り
海
運
の
研
究
蓄

積
は
乏
し
い
状
況
で
あ
る
。

（
6
）
整
理
番
号
3
、
4
、
（8
、
35
、
37
、
38
、
39
、
4（
よ
り
、
村
田
家
が
田
辺
を
拠
点
に

し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
20
の
端
裏
書
に
「
竹
屋
町
ニ
而
夷
屋
喜
左
衛
門
様
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
村
田
家
の
店
は
竹
屋
町
に
立
地
し
て
い
た
こ
と
も
わ
か
る
。

（
7
）
天
保
一
四
年
閏
九
月
、
三
国
湊
の
木
屋
七
三
郎
船
の
水
主
が
航
海
中
に
病
気
に
な
り
、

田
辺
で
死
去
し
た
際
に
、
船
宿
の
夷
屋
喜
左
衛
門
が
医
師
を
手
配
す
る
な
ど
、
病
人
の
世

話
を
行
い
、
ま
た
、
病
死
後
の
葬
儀
の
段
取
り
に
つ
い
て
も
工
面
し
て
い
る
（「
天
保
一
四

年
九
月 

越
前
三
国
湊
木
屋
七
三
郎
舩
舸
子
死
亡
事
件
史
料
」（「
竹
屋
町
文
書
史
料
集
」
20

（
前
掲
註
（
2
）［
菅
原 

二
〇
一
一
年
］
所
収
））。

（
8
）
前
掲
註
（
3
）『
舞
鶴
市
史
』
通
史
編
（
上
）。

（
9
）【
表
①
】
は
、『
夷
屋
文
書
』
購
入
時
に
筆
者
が
作
成
し
た
簡
易
目
録
に
適
宜
修
正
を

加
え
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
同
目
録
の
整
理
番
号
の
こ
と
を
、
単
に
整
理
番
号
と

表
記
す
る
。
な
お
、文
書
の
宛
所
で
夷
屋
の
こ
と
を
「
恵
美
寿
屋
」「
恵
比
寿
屋
」「
蛭
子
屋
」

な
ど
と
記
し
た
も
の
も
あ
る
が
、「
夷
屋
」
と
記
さ
れ
た
も
の
が
最
も
多
か
っ
た
た
め
、
本

文
書
群
の
総
称
を
『
丹
後
国
夷
屋
文
書
』
と
し
た
。

（
（0
）
年
号
が
記
さ
れ
た
文
書
は
二
〇
点
で
、
全
体
の
半
数
に
あ
た
る
二
八
点
の
文
書
に
は
年

号
が
な
く
、
干
支
の
み
記
さ
れ
て
い
た
。
残
り
八
点
は
年
号
・
干
支
と
も
に
な
く
、
日
付

の
み
記
さ
れ
て
い
た
。
年
号
が
な
い
文
書
に
つ
い
て
は
、
各
文
書
の
内
容
や
一
括
状
況
か

ら
年
代
を
推
測
し
た
。

（
（（
）
内
訳
は
、
菜
種
が
全
体
の
約
二
〇
％
、
菜
種
油
が
同
約
一
〇
％
で
あ
る
（『
二
府
四
県

采
覧
報
文
』（
商
品
流
通
史
研
究
会
編
『
近
代
日
本
商
品
流
通
史
資
料
』
第
一
巻
（
日
本

経
済
評
論
社
、
一
九
七
九
年
）））。
ま
た
、
明
治
二
〇
年
代
で
も
菜
種
は
第
二
位
の
移
出
額

と
な
っ
て
い
る
（
平
野
俊
幸
「
明
治
20
年
代
に
お
け
る
海
陸
複
合
輸
送
に
つ
い
て 

―
越
前

三
国
港
平
野
吉
左
衛
門
家
文
書
「
貨
物
逓
送
録
」
を
中
心
に
―
」（『
福
井
県
文
書
館
研
究

紀
要
』
第
五
号
、
二
〇
〇
八
年
）。
な
お
、
正
確
に
は
当
時
の
地
名
は
三
国
湊
で
は
な
く
阪

井
港
と
い
っ
た
が
、
便
宜
的
に
三
国
湊
と
し
た
。

（
（2
）
宇
佐
美
雅
樹
「
江
戸
時
代
の
越
前
に
お
け
る
油
揚
げ
の
文
化
史
」（『
福
井
県
文
書
館

研
究
紀
要
』
第
一
八
号
、
二
〇
二
一
年
）。

（
（3
）
前
掲
註
（
5
）『
福
井
県
史
』
通
史
編
4
近
世
二
。

（
（4
）
明
治
五
年
時
点
の
足
羽
県
の
地
理
状
況
を
記
述
し
た
『
足
羽
県
地
理
誌
』
で
は
、
楢

原
村
（
当
時
は
北
楢
原
村
・
南
楢
原
村
）、
黒
丸
村
に
つ
い
て
は
、
菜
種
が
物
産
と
し
て
挙

げ
ら
れ
て
い
る
（『
福
井
市
史
』
資
料
編
（0
近
現
代
一
、一
九
九
一
年
）。

（
（5
）
整
理
番
号
（2
。

（
（6
）『
豊
岡
市
史
』
上
巻
（
豊
岡
市
、一
九
八
一
年
）、『
豊
岡
市
史
』
史
料
編
上
巻
（
豊
岡
市
、

一
九
九
〇
年
）。

（
（7
）
近
隣
諸
国
以
外
の
事
例
と
し
て
は
、
天
保
年
間
〜
明
治
前
期
に
か
け
て
、
越
後
国
出

雲
崎
の
廻
船
問
屋
で
あ
る
熊
木
屋
と
泊
屋
の
客
船
帳
に
、諸
廻
船
の
取
引
品
目
と
し
て
「
三

国
油
」「
三
国
下
り
油
」
の
語
が
散
見
さ
れ
る
（
出
雲
崎
町
教
育
委
員
会
編
『
出
雲
崎
町
史
』

海
運
史
資
料
集
（
一
）（
出
雲
崎
町
、
一
九
九
五
年
）、
同
編
『
出
雲
崎
町
史
』
海
運
史
資

料
集
（
二
）（
同
、
一
九
九
六
年
）、
同
編
『
出
雲
崎
町
史
』
海
運
史
資
料
集
（
三
）（
同
、

一
九
九
七
年
））。
小
村
弌
氏
は
「
当
時
越
後
国
内
に
も
産
地
が
あ
る
の
に
わ
ざ
わ
ざ
遠
隔

地
よ
り
輸
送
、
取
引
が
行
わ
れ
て
い
る
。」
と
指
摘
し
て
お
り
（
小
村
弌
「
幕
末
日
本
海
の

商
品
流
通
に
つ
い
て 

―
越
後
国
泊
屋
文
書
を
中
心
に
―
」（
福
井
県
立
図
書
館
・
福
井
県

郷
土
誌
懇
談
会
編『
日
本
海
海
運
史
の
研
究
』（
福
井
県
郷
土
誌
懇
談
会
、一
九
六
七
年
）））、
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若
越
郷
土
研
究　

六
十
六
巻
二
号

三
国
湊
か
ら
移
出
さ
れ
た
越
前
産
の
菜
種
油
が
越
後
国
方
面
で
ブ
ラ
ン
ド
化
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。

（
（8
）
彼
ら
は
両
村
の
み
な
ら
ず
城
下
町
宮
津
・
田
辺
や
在
郷
町
岩
滝
・
加
悦
（
以
上
、
い
ず

れ
も
丹
後
国
）、
さ
ら
に
は
若
狭
国
の
廻
船
に
ま
で
乗
り
組
ん
で
活
躍
し
た
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
（
前
掲
註
（
3
）［
真
下 

一
九
八
七
年
］）。

（
（9
）
整
理
番
号
3
。

（
20
）
整
理
番
号
8
。

（
2（
）
特
に
一
七
世
紀
後
半
に
西
廻
り
航
路
が
整
備
さ
れ
る
と
、
北
へ
向
か
う
船
の
バ
ラ
ス
ト

を
兼
ね
て
多
く
の
笏
谷
石
が
運
び
出
さ
れ
た
（
前
掲
註
（
5
）『
福
井
県
史
』
通
史
編
4

近
世
二
）。

（
22
）三
井
紀
夫『
越
前
笏
谷
石 

第
三
編 

―
よ
み
が
え
る
歴
史
と
人
間
像
―
』（
福
井
新
聞
社
、

二
〇
〇
九
年
）。

（
23
）
前
掲
註
（
4
）［
京
都
府
立
丹
後
郷
土
資
料
館 

二
〇
一
五
年
］。

（
24
）
押
印
か
ら
、
両
名
が
新
潟
の
商
人
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
25
）
前
掲
註
（
4
）［
京
都
府
立
丹
後
郷
土
資
料
館 

二
〇
一
五
年
］。
素
麺
の
原
料
は
東
北

地
方
な
ど
か
ら
仕
入
れ
ら
れ
、
そ
れ
を
丹
後
で
加
工
し
て
移
出
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
一
方
、
桐
油
に
つ
い
て
は
、
原
料
で
あ
る
桐
の
実
が
丹
後
各
地
で
生
産
さ
れ
て

い
た
（
吉
野
健
一
「
江
戸
時
代
に
お
け
る
丹
後
か
ら
の
輸
出
品
・
輸
入
品
に
お
い
て
」（
前

掲
註
（
4
）［
藤
本 

二
〇
一
六
年
］
所
収
））。
こ
の
よ
う
に
、
村
田
家
が
移
出
品
と
し
て

取
り
扱
っ
た
商
品
が
丹
後
国
内
の
産
業
と
関
連
す
る
品
目
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
26
）
昭
和
四
二
（
一
九
六
七
）
年
九
月
三
日
に
行
わ
れ
た
、
明
治
一
七
（
一
八
八
四
）
年
生

ま
れ
の
元
船
乗
り
の
方
（
当
時
、
宮
津
市
由
良
在
住
）
か
ら
の
聞
き
取
り
内
容
に
よ
る
と
、

越
後
ま
で
航
海
す
る
場
合
、
一
〇
〇
石
積
み
の
船
で
は
荷
が
た
く
さ
ん
積
め
な
い
た
め
、

採
算
が
合
わ
な
か
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
（
前
掲
註
（
3
）［
真
下 

一
九
八
七
年
］）。
そ

の
た
め
、
当
該
の
村
田
家
廻
船
の
規
模
は
小
型
船
で
は
な
く
、
中
規
模
以
上
の
も
の
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
27
）
整
理
番
号
46
は
【
表
④
】
か
ら
除
外
し
た
。
そ
の
理
由
は
最
終
決
算
額
が
判
然
と
し

な
い
た
め
で
あ
る
。
同
史
料
か
ら
は
江
尻
屋
が
三
五
〇
両
を
村
田
家
か
ら
受
け
取
っ
た
こ

と
は
わ
か
る
が
、「
右
之
通
塩
代
之
内
、
慥
受
申
上
候
」
と
の
文
言
が
、
三
五
〇
両
が
塩

以
外
の
商
品
も
含
む
全
体
額
か
ら
塩
代
を
引
い
た
額
で
あ
る
の
か
、
ま
た
は
塩
の
代
金
の

一
部
は
以
前
に
支
払
わ
れ
て
い
て
、
三
五
〇
両
は
未
払
金
を
示
し
て
い
る
の
か
が
判
然
と

し
な
い
。

（
28
）
前
掲
註
（
3
）『
宮
津
市
史
』
通
史
編
下
巻
。

（
29
）
整
理
番
号
33
・
34
よ
り
、
塩
一
俵
あ
た
り
の
金
額
が
銀
一
二
匁
一
分
〜
一
二
匁
五
分
で

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
36
で
は
塩
六
〇
〇
俵
の
運
賃
が
銀
二
一
〇
匁
と
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
塩
の
代
銀
は
七
貫
二
六
〇
匁
〜
七
貫
五
〇
〇
匁
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
し
て
、
運
賃
か
ら
代
銀
を
割
っ
て
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
を
求
め
る
と
、
約
三
％
（
少

数
第
一
位
を
四
捨
五
入
）
と
な
る
。

（
30
）
塩
の
輸
送
量
は
一
艘
あ
た
り
二
五
〇
〜
七
三
〇
俵
と
さ
ほ
ど
多
く
な
い
。
一
方
で
、
整

理
番
号
33
・
34
に
関
し
て
は
、
積
み
込
ん
だ
塩
の
量
が
他
と
比
べ
て
明
ら
か
に
多
い
た
め
、

運
賃
積
み
の
小
型
船
で
は
な
く
、
中
〜
長
距
離
を
航
海
す
る
中
〜
大
型
船
が
、
一
部
運
賃

積
み
も
行
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
3（
）
原
史
料
で
は
、
差
出
人
の
表
記
は
「
油
屋
仁
左
衛
門
」
と
な
っ
て
い
る
が
、「
油
屋
仁

右
衛
門
」
の
誤
記
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
本
文
中
で
は
「
仁
右
衛
門
」
と
記
し
た
。

（
32
）
藤
本
仁
文
「
宮
津
北
前
船
研
究
の
現
状
と
課
題
」（
前
掲
註
（
4
）［
藤
本 

二
〇
一
六
年
］

所
収
））。

（
33
）
整
理
番
号
52
。

（
34
）
青
木
美
智
男
氏
は
、
北
国
諸
港
に
お
い
て
「
小
廻
り
廻
船
」
が
沿
岸
や
湾
内
の
近
隣
諸
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上
原　

坂
井
市
み
く
に
龍
翔
館
所
蔵
『
丹
後
国
夷
屋
文
書
』
に
つ
い
て

港
を
頻
繁
に
往
復
ま
た
回
航
し
て
い
た
と
想
定
さ
れ
て
い
る
（
青
木
美
智
男
「
二
つ
の
幕

末
期
北
国
諸
港
調
査
報
告
書
―
北
国
諸
港
と
地
域
市
場
、
近
世
港
湾
都
市
発
掘
の
手
が
か

り
と
し
て
―
」（『
専
修
考
古
学
』
第
八
号
、
二
〇
〇
〇
年
））。
実
際
に
、
青
木
氏
が
紹
介

さ
れ
た
幕
末
期
の
北
国
諸
港
に
関
す
る
調
査
報
告
書
「
正
月 

勘
定
日
下
部
官
之
丞
成
章
届

書　

勘
定
奉
行
宛
（
写
）」（『
大
日
本
維
新
史
料 

類
纂
之
部 

伊
井
家
史
料
』
十
六
、七
六

号
）
で
は
、
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
に
他
国
か
ら
三
国
湊
に
入
津
し
た
一
〇
〇
石
積
以

下
の
廻
船
は
八
六
九
艘
、
一
〇
〇
石
積
以
上
の
廻
船
が
八
六
〇
艘
で
あ
り
、
同
じ
く
敦
賀

へ
は
五
〇
〜
一
〇
〇
石
積
の
廻
船
が
三
三
一
艘
、
一
〇
〇
石
〜
一
〇
〇
〇
石
積
の
廻
船
が

三
九
八
艘
入
津
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
三
国
湊
に
入
津
し
た
一
〇
〇

石
積
以
上
の
廻
船
と
敦
賀
に
入
津
し
た
一
〇
〇
石
〜
一
〇
〇
〇
石
積
の
廻
船
に
関
し
て
は
、

一
〇
〇
石
積
が
何
艘
、
一
〇
〇
〇
石
積
が
何
艘
な
ど
と
い
う
書
き
方
が
さ
れ
て
い
な
い
た

め
、
小
型
船
、
中
型
船
、
大
型
船
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
程
度
の
割
合
で
あ
っ
た
の
か
が
わ
か

ら
な
い
。
た
だ
、
そ
う
し
た
こ
と
を
含
め
て
考
え
て
も
、
多
く
の
小
型
船
が
行
き
交
っ
て

い
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
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番号 表　　　題 差出人（作成

者） 宛　名 年　代 形　態 備　考

（ 買仕切（三国産塩計 （,686
俵）

由良屋半兵衛
（印）

夷 屋 喜 左 衛 門
殿、大屋伊兵衛
殿、田辺屋仁兵
衛殿

慶応 （.（0.（5 一紙
（竪紙＊）

（ ～ （3 は紐にて一括。端裏の押
印から、由良屋が丹後国宮津の
商人であることがわかる。大屋
伊兵衛は丹後国田辺の商人（参
考：［小室 20（7 年］）

2
覚（新種 306 叺、古種 300
叺、種油 26 樽の代金のうち、
受取済分）

魚 屋 次 郎 八
（印） 夷屋喜左衛門殿 慶応 2.7.8 一紙

（切紙＊）

3 由良市三郎殿船送り状（菜
種 49 叺）

魚 屋 次 郎 八
（印）

丹後田辺 夷屋
喜左衛門殿行

〔慶応 2 ｶ〕
丙寅 .8.（3

一紙
（切紙）

「三国魚屋」「宇尾屋」の押印あ
り
鋪金（敷金）は 49 両
52･53 と関連。53 より、菜種は「濡
種」で状態が良くなかったこと
がわかる

4 神崎村塩屋甚兵衛殿船送り
状（古菜種 50 叺）

魚 屋 次 郎 八
（印）

丹後田辺 夷屋
喜左衛門殿行

〔慶応 2 ｶ〕
丙寅 .9.（0

一紙
（切紙）

「三国魚屋」「宇尾屋」の押印あ
り
鋪金（敷金）は 70 両

5 買仕切（古菜種計 75 叺） 魚 屋 次 郎 八
（印）

加渡屋仁左衛門
殿

〔元治 （ ｶ〕子 .
7.8

一紙
（竪紙＊）

（奥書）「喜左衛門様分」
（9 と関連。加渡屋は運賃積み従
事者と思われる

6 買仕切（菜種 （0 叺） 魚 屋 次 郎 八
（印）

加渡屋仁左衛門
殿

〔元治 （ ｶ〕子 .
7.8

一紙
（竪紙＊）（9 と関連

7 買仕切（菜種計 236 叺） 魚 屋 次 郎 八
（印） 新屋與左衛門殿〔元治 （ ｶ〕子 .

7.（9
一紙

（竪紙＊）

8 覚（上板石 20 間の代銀残
らず相済につき）

森田三郎右衛
門（印） 金屋平治郎殿 〔慶応 （ ｶ〕丑 .

3.9
一紙

（切紙）

金屋平治郎は丹後国由良の商人
（浜田外ノ浦の廻船問屋・清水家
の「諸国御客船帳」より［柚木 
（977 年］）

9 買目録（菜種計 20 叺） 魚 屋 次 郎 八
（印） 金屋平治郎殿 〔慶応 （ ｶ〕丑 .

（0.7
一紙

（竪紙＊）

（0 買目録（種油 26 樽） 魚 屋 次 郎 八
（印） 夷屋喜左衛門殿 寅（慶応 2）.7.6 一紙

（竪紙） 2 と関連

（（ 買目録（古菜種計 300 叺） 魚 屋 次 郎 八
（印） 夷屋喜左衛門殿 寅（慶応 2）.7.6 一紙

（竪紙＊）2 と関連

（2
買目録（郡村分菜種 ･ 楢原
村分菜種 ･ 黒丸村分菜種計
306 叺）

魚 屋 次 郎 八
（印） 夷屋喜左衛門殿 寅（慶応 2）.7.6 一紙

（竪紙＊）2 と関連

（3 売仕切（切素麺、同籠計
（88 俵） 室屋弥助（印）新屋与左衛門殿〔慶応 2 ｶ〕寅 .

7.9
一紙

（切紙＊）（印）「越州 室屋弥助 三国」

（4 丙寅六月廿五日九ツ時発足
三国行手控 村田喜左衛門 ― 〔慶応 2 ｶ〕丙

寅 .6.25 横半帳
前半部分は「道中控」、後半部分
は「元直段」で「三国塩」の記
載あり

（5 覚（御丸米、平米、合摺ほ
か商品相場） 魚次（印） 田辺 夷左様 〔元治 （ ｶ〕子 .

7.（
一紙

（切紙＊）

（5 ～ 2（ は紐にて一括
その他商品は、大豆、小豆、小麦、
大麦、たね（＝菜種）、〃油（＝
種油）、木粕、種粕、生蝋、塩

（6 覚（御丸米、平米、合摺ほ
か商品相場） 魚次（印） 夷左様 〔元治 （ ｶ〕子 .

7.（
一紙

（切紙＊）

（端裏書）「京町米屋平右衛門」
その他商品は、大豆、小豆、小麦、
大麦、たね（＝菜種）、〃油（＝
種油）、生蝋、塩、鯡、木粕、種
粕、綿

（7
覚（地 種 26 俵、同三国 6
叺代銀御引き合わせ下され
たきにつき）

大月屋萬五郎 塩屋庄八様 〔慶応 （ ｶ〕丑 .
（0.20

一紙
（切紙＊）

（8 覚（地種 26 俵、三国種 6
叺の運賃相定めるにつき） 塩屋庄八 田辺 夷屋喜左

衛門様
〔慶応 （ ｶ〕丑 .
（0.30

一紙
（切紙＊）

運賃は田辺札 45 匁。40 より、塩
屋庄八は丹後国神崎の者だとわ
かる

【表①】『丹後国夷家文書』目録
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（9 覚（古種 75 本、新種 （0 本
の代金および運賃の請求）

嘉渡屋仁左衛
門 夷屋喜左衛門様〔元治（ｶ〕.7.2（ 一紙

（切紙＊）

5・6 と関連。嘉渡屋（加渡屋）は 5・
6 で魚屋次郎八に支払った代金
に加えて、それらの運賃を加え
た金額を夷屋に請求している。

20
〔書簡〕（先だっての種代金
この者へお渡しくだされた
きにつき）

嘉渡屋仁左衛
門 夷屋喜左衛門様〔元治（ｶ〕.7.26 一紙

（切紙＊）

（端裏書）「竹屋町ニ而夷屋喜左
衛門様　加渡屋仁左衛門　七月
廿六日」
5・6・（9 と関連。「荷物為替金ニ
火急ニ入用御座候」との記載あ
り

2（
覚（御泊り五人様、あんま
ちんほか計 （6（ 匁 8 分請取
につき）

河邊屋七左衛
門 夷屋喜左衛門様（年不詳）

-.（0.28
一紙

（切紙＊）大半が酒代

22 御売仕切（■（ﾔﾏエ）印桐
油 40 樽）

大 月 屋 藤 蔵
（印） 夷屋市右衛門殿 元治 2.3.8 一紙

（竪紙＊）

22 ～ 3（ は紐にて一括
（端裏書）「■（ﾔﾏエ）印桐油四
拾樽　夷屋市右衛門様分」

（印）「越後　大月屋　新潟」
押印から、大月屋藤蔵が越後国
新潟の商人であることがわかる

23 御売仕切（■（ﾔﾏ九）印白
砂糖 4 樽）

大 月 屋 藤 蔵
（印）

恵美壽屋市右衛
門殿 慶応 （.6.6 一紙

（竪紙＊）
（端裏書）「■（ﾔﾏ九）印白砂ト
四樽　御売仕切　夷市様分」

24 御売仕切（■（ﾔﾏエ）印桐
油 （5 樽）

大 月 屋 藤 蔵
（印）

惠美壽屋市右衛
門殿 慶応 （.6.6 一紙

（竪紙＊）
（端裏書）「■（ﾔﾏエ）印桐油拾
五樽　御売仕切　夷市様分」

25 御売仕切（■（ﾔﾏエ）印桐
油 （0 樽）

大 月 屋 藤 蔵
（印）

惠美壽屋市右衛
門殿 慶応 （.6.（3 一紙

（竪紙＊）
（端裏書）「桐油拾樽夷屋市右衛
門様分」

26 御売仕切（三盆砂糖計（5挺）大 月 屋 藤 蔵
（印） 夷屋市右衛門殿 慶応 （.6.23 一紙

（竪紙＊）

（端裏書）「恵比寿屋市右衛門様
　■（ｶﾈ長）印三盆砂糖三挺　
■（×上）印同拾挺　■（ｶﾈタカ）
印同弐挺」

27 御売仕切（■（ﾔﾏ田）印桐
油 20 樽）

大 月 屋 藤 蔵
（印） 夷屋市右衛門殿 慶応 （.（（.2 一紙

（竪紙＊）
（端裏書）「■（ﾔﾏ田）印桐油廿
樽　御売仕切　夷市様分（印）」

28 御売仕切（桐油 60 樽） 大 月 屋 藤 蔵
（印） 恵比寿屋元吉殿 慶応 2.9.（5 一紙

（竪紙＊）
（端裏書）「恵比寿屋元吉様　桐
油　六拾樽（印）」

29 御売仕切（切素麺計 （60 俵、
同嶋田・同素麺計 （（5 籠）

大 月 屋 藤 蔵
（印） 恵比寿屋元吉殿 慶応 2.9.2（ 一紙

（竪紙＊）
（端裏書）「素麺弐百七拾五俵　
夷屋元吉様分　（印）」

30 御売仕切（嶋田そうめん 75
俵、切同 20 俵）

庄内屋佐次兵
衛（印） 恵比寿屋元吉殿〔慶応 2 ｶ〕寅 .

9.-
一紙

（竪紙＊）
（印）「北越　庄内屋　新潟」
押印から、庄内屋が越後国新潟
の商人であることがわかる

3（ 御売仕切（切素麺計 （00 俵、
嶋田同 45 俵）

庄内屋佐次兵
衛（印） 恵比寿屋元吉殿〔慶応 2 ｶ〕寅 .

（（.（
一紙

（竪紙＊）

32
送状之こと（弐ツ半塩 380
俵青井屋太蔵殿舟に積送る
につき）

江尻屋七左衛
門（印）

恵比寿屋喜左衛
門殿 元治 2.（0. 晦 一紙

（切紙＊）

32 ～ 44 は紐にて一括
（印）「丹後 江尻や 宮津」
押印から、江尻屋が宮津の商人
であることがわかる

33 買仕切（弐ツ半切塩 5,（00
俵）

江尻屋七左衛
門（印）

塩屋庄八殿御取
次 恵比寿屋喜
左衛門殿

慶応 （.（0.（7 一紙
（竪紙＊）

34 買仕切（二ツ半切塩 5,（00
俵）

江尻屋七左衛
門（印）

塩屋庄八殿御取
次 夷屋喜左衛
門殿

慶応 （.（0.（7 一紙
（竪紙＊）

35 神崎浅治郎殿送り状（弐ツ
半切塩 250 俵積送るにつき）

江尻屋七左衛
門（印）

タナベ 恵比寿
屋喜左衛門殿行 慶応 （.（0.（8 一紙

（切紙＊）

36
神崎村塩屋作右衛門殿船送
り状（弐ツ半切塩 600 俵積
送るにつき）

江尻屋七左衛
門（印）

恵比寿屋喜左衛
門殿 慶応 （.（0.（8 一紙

（切紙＊）

37
当地清屋與兵衛船送り状

（二ツ半切塩 400 俵積送る
につき）

江尻屋七左衛
門（印）

タナベ 恵比寿
屋喜左衛門殿 慶応 （.（0.（8 一紙

（竪紙）
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38
神崎甚四郎殿船送り状（弐
ツ半切塩 600 俵積送るにつ
き）

江尻屋七左衛
門（印）

タナベ 恵比寿
屋喜左衛門殿行 慶応 （.（0. 晦 一紙

（切紙＊）

39 神崎長次郎殿送り状（弐ツ
半切塩 500 俵積送るにつき）

江尻屋七左衛
門（印）

タナベ 恵比寿
屋喜左衛門殿行 慶応 （.（0. 晦 一紙

（竪紙＊）

40
かんざき塩屋宇平次殿送り
状（弐ツ半切塩 730 俵積送
るにつき）

江尻屋七左衛
門（印）

恵比寿屋喜左衛
門殿 慶応 （.（0. 晦 一紙

（竪紙）

4（
宮津喜治郎殿・田邊宗右衛
門殿送り状（弐ツ半切 703
俵積送るにつき）

江尻屋七左衛
門（印）

タナベ 恵比寿
屋喜左衛門殿行 慶応 （.（（.8 一紙

（切紙＊）

42 買目録（生蝋計 36 叺） 商会所（印） 村田喜左衛門殿〔元治 （ ｶ〕子 .
7.（0

一紙
（竪紙＊）

（印）「丹後 商会所 田邊」
年代は差出人より推定（参考：［小
室 20（7 年］）

43
御地宮津屋伊兵衛殿船送状
事（二ツ半切塩 400 俵積送
るにつき）

江尻屋七左衛
門（印）

蛭子屋喜左衛門
殿

〔慶応 （ ｶ〕丑 .
（0.25

一紙
（切紙＊）

44 送り状事（塩 87 丁当地與
兵衛船に積送るにつき）

江尻屋七左衛
門（印）

夷屋喜左衛門殿
行

〔慶応 （ ｶ〕丑 .
（（.20

一紙
（切紙＊）（端裏書）「與兵衛送り状」

45
覚（塩買仕切金 6（7 両ト永
（0 匁のうち、50 両請取につ
き）

江尻屋七左衛
門（印）

恵比寿屋喜左衛
門様

丑（慶応 （）.
（0.（7

一紙
（切紙）

33 と関連
45 ～ 54 は紐にて一括

46 覚（塩代のうち金 350 両受
取につき）

江尻屋七左衛
門（印）

恵比寿屋喜左衛
門様

〔慶応 （ ｶ〕丑 .
（0.23

一紙
（切紙）

47 相庭（越後米、大豆、小豆
ほか）

佐渡屋太郎兵
衛

蛭子屋喜左衛門
様

〔慶応 2 ｶ〕寅 .
7.8

一紙
（切紙＊）

その他の品目は、小麦、種油、
桐油、種粕、塩三ツ切、生蝋、
鉄（20 貫あたり）、そば、大麦。
（4 の内容から、佐渡屋が敦賀茶
町の商人であることがわかる

48 覚（塩 （,686 俵受取・渡済
につき）

由良屋半兵衛
（印） 夷屋喜左衛門様〔慶応 2 ｶ〕寅 .

7.30
一紙

（切紙＊）

49 覚（紅花、上板石ほか仕切
および運賃記録）

新屋與左衛門
（印） 夷屋喜左衛門様〔慶応 2 ｶ〕寅 .

9.（8
一紙

（切紙＊）
（印）「丹後 新與 神崎」
新屋與左衛門は丹後神崎の商人

50 〔相場〕（3 月 26 日東京、桑
名、大津、馬関の相場情報）― ― 〔明治〕-.3.27 一紙

（切紙）

（印）「迅報告印」
地名が「東京」「馬関」とあるこ
とから、明治期のものと考えら
れる

5（ 相場（因幡米、出雲米、大
豆ほか）

伯耆国境港 板
屋五兵衛 ― 〔明治〕-.3.9 一紙

（切紙）

その他の品目は、小豆、実種、鯣、
塩、繰綿。価格の単位が円・銭
であることから、作成年代が明
治期だとわかる

52
〔書簡〕（当月 6 日からの大
風雨による出水・高水のた
め当町中川蔵すべて水附に
なるにつき）

魚屋次郎八 夷 屋 喜 左 衛 門
様・御店衆中様〔慶応2ｶ〕.8.（2 一紙

（切紙）

（奥書）「相場　一、御丸米　出
水前者四百匁位、出水ニ付五拾
匁斗気配候也…（中略）…一、
御油　弐両廿四・廿朱位」
3 と関連。古種 50 本ほどが水付
の被害にあったなどとあり

53
〔書簡〕（素めんの儀、室屋
弥助よりいまだ代銀知らせ
ざるにつき、ほか）

うお屋次郎八 夷屋様・御店衆
中 〔慶応2ｶ〕.8.（3 一紙

（切紙）

（端書）「追啓申上候、凡者濡種
四拾九叺…（中略）…其御代定
法通御渡可被下候」
3 と関連。濡種は由良市三郎の
船に積送り

54
〔書簡〕（先だっての買物の
お礼、塩の積取のこと、金
子御貸しの御願い）

江尻屋七左衛
門

恵美寿屋喜左衛
門様

（年不詳）
-.（0.2（

一紙
（切紙＊）
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整理
番号 表　　　題 差出人（作成

者） 宛　名 年　代 形　態 備　考

55 売仕切（丹後桐油 6（ 挺） 油屋仁左衛門
（印） 恵美寿屋元吉殿 丑 .6.4 一紙

（竪紙＊）

55 と 56 は紐にて一括
（端裏書）「桐油六拾壱挺　恵元
様分」

（印）「長門国 油屋仁左エ門 赤間
関」
押印から、油屋仁左衛門が赤間
関の商人であることがわかる。
ただし、仁左衛門とあるのは仁
右衛門の誤記ｶ

56 御買物仕切（三田尻塩 （,（00
俵）

米 屋 長 兵 衛
（印） 夷屋元吉殿 丑 .（0.（3 一紙

（竪紙＊）

（端裏書）「夷屋元吉様塩御買仕
切」
押印から、米屋長兵衛が若狭国
小浜の商人であることがわかる。

「三国達三田尻塩」とあるのは、
三国へ送られる予定の塩との意
味ｶ

【凡例】
・目録には、整理番号、表題、差出人（作成者）、宛名、年代、形態、備考の各項目を設けた。
＜全体に関すること＞
・ 使用漢字は基本的には常用漢字・正字体に統一した。ただし、固有名詞に旧字体・異体字・俗字・略字が用いられている場合は原文通

りに表記した。
・入力できない文字や記号は■で表記し、■の後ろに（　）で説明を加えた。
・補足・説明のための文章・用字は、古文書原文と混同されないよう、現代表現（候文にしない）・平仮名（「～につき」）を用いた。
・数字については、原題に現れるものはそのまま漢数字を用いた。
＜各項目に関すること＞
●整理番号
・原則として文書 （ 点ごとに （ つの番号を付けた。
●表題
・原則として古文書の原題を記した。原題がない場合は、内容・形式から適宜題を付けて〔　〕で括った。
・「覚」「買仕切」「売仕切」など、それ自体で内容が把握できない場合は（　）で補足した。
●差出人（作成者）および宛名
・ 古文書の差出人（作成者）および宛名を、居所や肩書も含めてそれぞれ記した。差出人（作成者）の押印がある場合は人名の後に（印）

を付けた。
・宛名については、敬称も含めて記した。
・差出人（作成者）、宛名が不明の場合は ―（ダッシュ）を入れ、記入漏れでないことを示した。
●年代
・ 古文書の作成年代について、元号の後は半角アラビア数字を用い、年・月・日の順に数字のみ記した。年号に付く干支は省略したが、

干支だけ記されてある場合は残した。文書の内容や一連の史料から年号が確定できる場合は干支の後に（　）で示した。
・日について、基本的には半角アラビア数字を用いたが、原文に「晦日」とあるものは「晦」とした。
・ 年月日の数字が不明の個所は - で示した。年代不明の場合は推定年代を〔　〕で示した。この際、年代に関する他の補足・注記と区別

するため、（　）ではなく〔　〕を用いた。これは、干支だけでは年代が特定できない場合も同様で、その場合は干支の前に置いた。不
明年代が他の文書等から特定できた場合も〔　〕で補った。

●形態
・一紙物は竪紙・折紙・切紙に区分し、その旨を明記した。例えば、切紙の場合、「一紙（切紙）」と表記した。
・一紙物で紙継ぎがある場合は、＊を添えて表現した。すなわち、「竪紙＊」「切紙＊」とした。
●備考
・表題での補足で書き切れない場合や、入力できない文字■の説明、特記事項などを適宜記入した。
・ 裏書・端裏書・端書・奥書など、必要な原文を「　」で示した。文章が長い場合は前後 （0 文字程度ずつ記し、間に 3 点リーダーを 2 つ（計

6 点）入れた。
【参考文献】
・ 小室智子「舞鶴湾から若狭湾・日本海へ―幕末・明治期の廻船関連文書―」（藤本仁文編『京都府立大学文化遺産叢書 第 （2 集 「丹後の海」

の歴史と文化』（京都府立大学文学部歴史学科、20（7 年）
・柚木学編『諸国御客船帳 下巻』（清文堂出版、（977 年）
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年月日 取引内容 整理
番号 備考

年代 日付 売主　⇒　買主 取引品目 金額

元治 （
（（864）

〔7.8〕 魚屋次郎八 ⇒ 加渡屋仁左衛門
（夷屋喜左衛門）

古菜種 75 叺
（＊36 石 7 斗 6 升 4 合）

金 （34 両
永 3 匁 4 分 5 整理番号 5・6 は直接的に

は魚屋と加渡屋の取引だ
が、同 （9 で加渡屋が菜種
代とその運賃を夷屋に請
求しているので、間接的
には魚屋と夷屋の取引に
なる。

〔7.8〕 魚屋次郎八 ⇒ 加渡屋仁左衛門
（夷屋喜左衛門）

菜種 （0 叺
（＊4 石 9 斗 2 升）

金 （8 両 2 歩
永 9 匁 3 厘 6

〔7.（9〕 魚屋次郎八 ⇒ 新屋與左衛門 菜種 236 叺
（＊（（7 石 3 升 2 合）

金 439 両
永 25 匁 4 分 2 厘 7

元治 2 ／
慶応 （

（（865）

〔3.9〕 森田三郎右衛門 ⇒ 金屋平治郎 上板石 20 間 銀 485 匁 9 分 2 厘 8

〔（0.7〕 魚屋次郎八 ⇒ 金屋平治郎 菜種 20 叺
（＊9 石 9 斗 2 升 5 合）

金 40 両
永 22 匁 6 分 7 厘 9

慶応 2
（（866）

7.8 魚屋次郎八 ⇒ 夷屋喜左衛門 種油 26 樽 金 66 両
永 32 匁 3 分 5 厘 （0

7.8 魚屋次郎八 ⇒ 夷屋喜左衛門
古菜種 300 叺

（＊（47 石 7 斗 7 升 2 合
5 勺）

金 538 両
永 7（ 匁 2 分 9 厘 （（

7.8 魚屋次郎八 ⇒ 夷屋喜左衛門 菜種 306 叺
（＊（5（ 石 （ 升 （ 合）

金 567 両
永 58 匁 4 分 8 厘 （2

〔7.9〕 新屋与左衛門 ⇒ 室屋弥助 切素麺、同籠計 （88 俵 銀 9 貫 522 匁 5 分 2 厘 （3
〔8.（3〕 魚屋次郎八 ⇒ 夷屋喜左衛門 菜種 49 叺 不明 3
〔9.（0〕 魚屋次郎八 ⇒ 夷屋喜左衛門 菜種 50 叺 不明 4

【註】・本表は【表①】を基に作成した。各項目の書式は基本的に【表①】の凡例に準拠した。
・金額欄には口銭等の諸経費を加減後の最終決算額を記載した。

【表②】三国湊商人との売買記録

【表③】新潟商人との売買記録
年月日 取引内容 整理

番号 備考
年代 日付 売主　⇒　買主 取引品目 金額

元治 2 ／
慶応 （

（（865）

3.8 夷屋市右衛門 ⇒ 大月屋藤蔵 桐油 40 樽
（＊計 7 石 2 斗 4 升）

金 94 両
永 44 匁 5 分 （ 厘 22

樽 代 金 （ 両と 7 匁 （ 分 4
厘を含む。総計の内、2 両
2 分運賃引

6.6 恵美壽屋市右衛門 ⇒ 大月屋藤蔵 白砂糖 4 樽
（＊計 62 貫 680 匁）

金 24 両
永 9 匁 （ 分 3 厘 23

6.6 恵美壽屋市右衛門 ⇒ 大月屋藤蔵 桐油 （5 樽
（＊計 2 石 5 斗 9 升 5 勺）

金 3（ 両
永 22 匁 9 分 5 厘 24 樽代 40 匁 （ 分 8 厘を含む

6.（3 恵美壽屋市右衛門 ⇒ 大月屋藤蔵 桐油 （0 樽
（＊計 （ 石 8 斗 3 合）

金 20 両
永 67 匁 7 分 9 厘 25 樽代永 26 匁 7 分 8 厘を含

む

6.23 夷屋市右衛門 ⇒ 大月屋藤蔵 三盆砂糖計 （5 挺
（＊計 2（6 貫 200 匁）

金 7（ 両
永 28 匁 9 分 9 厘 26

（（.2 夷屋市右衛門 ⇒ 大月屋藤蔵 桐油 20 樽
（＊計 3 石 6 斗 4 升）

金 46 両
永 83 匁 5 分 8 厘 27 樽代永 53 匁 5 分 7 厘を含

む

慶応 2
（（866）

9.（5 恵比寿屋元吉 ⇒ 大月屋藤蔵 桐油 60 樽
（＊計（0石8斗6升6合）

金 （63 両
永 24 匁 2 分 8 厘 28 樽代金 （ 両と 60 匁 7 分 （

厘を含む

9.2（ 恵比寿屋元吉 ⇒ 大月屋藤蔵
素麺 275 俵

（＊切素麺計 （60 俵、同
嶋田・同素麺計 （（5 籠）

金 89 両
永 29 匁 2 厘 29

〔9.-〕 恵比寿屋元吉 ⇒ 庄内屋佐次兵衛
素麺 95 俵

（＊嶋田そうめん 75 俵、
切同 20 俵）

金 32 両 （ 朱
永 3 匁 30 替 20（ 文

〔（（.（〕 恵比寿屋元吉 ⇒ 庄内屋佐次兵衛
素麺 （45 俵

（＊切素麺計 （00 俵、嶋
田同 45 俵）

金 60 両
永 3 匁 2 分 （ 厘 3（ 替 2（5 文

【註】・本表は【表①】を基に作成した。各項目の書式は基本的に【表①】の凡例に準拠した。
・金額欄には口銭等の諸経費を加減後の最終決算額を記載した。
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【表④】丹後商人との売買記録
年月日 取引内容 整理

番号 備考
年代 日付 売主　⇒　買主 荷物運搬者 取引品目 金額
元治 （

（（864） 〔7.（0〕 田辺商会所 ⇒ 村田喜左衛門 ― 生蝋 36 叺
（＊計 290 貫 320）

金 （（4 両 3 歩
永 4 匁 3 分 （ 厘 42

慶応 （
（（865）

（0.（5 由良屋半兵衛
（宮津） ⇒

夷屋喜左衛門
大屋伊兵衛（田辺）
田辺屋仁兵衛

― 塩 （,686 俵 金 （93 両
永 86 匁 （

（0.（7 江尻屋七左衛門
（宮津） ⇒ 恵比寿屋喜左衛門 【取次】塩屋庄八

（神崎） 弐ツ半切塩 5,（00 俵 金 6（7 両
永 （0 匁 33

塩代は１俵当
たり銀 （2 匁 （
分、 計 6（ 貫
7（0 匁
銀から金への
両替は （00 匁
＝ （ 両

（0.（7 江尻屋七左衛門
（宮津） ⇒ 夷屋喜左衛門 【取次】塩屋庄八

（神崎） 二ツ半切塩 5,（00 俵 金 637 両 2 歩 34

塩代は１俵当
たり銀 （2 匁 5
分、 計 63 貫
750 匁
銀から金への
両替は （00 匁
＝ （ 両

（0.（8 江尻屋七左衛門
（宮津） ⇒ 恵比寿屋喜左衛門 浅治郎（神崎） 弐ツ半切塩 250 俵 【運賃】

銀 87 匁 5 分 2 厘 35

（0.（8 江尻屋七左衛門
（宮津） ⇒ 恵比寿屋喜左衛門 塩屋作右衛門

（神崎） 弐ツ半切塩 600 俵 【運賃】
銀 2（0 匁 36

（0.（8 江尻屋七左衛門
（宮津） ⇒ 恵比寿屋喜左衛門 清屋與兵衛（宮津） 二ツ半切塩 400 俵 【運賃】

銀 （40 匁 37

〔（0.25〕 江尻屋七左衛門
（宮津） ⇒ 蛭子屋喜左衛門 宮津屋伊兵衛

（田辺） 二ツ半切塩 400 俵 不明 43 運賃記載なし

（0. 晦 江尻屋七左衛門
（宮津） ⇒ 恵比寿屋喜左衛門 青井屋太蔵 弐ツ半塩 380 俵 不明 32 運賃記載なし

（0. 晦 江尻屋七左衛門
（宮津） ⇒ 恵比寿屋喜左衛門 甚四郎（神崎） 弐ツ半切塩 600 俵 【運賃】

金 2 両 3 歩 38
運賃は銀 2（0
匁を金に換算
した額

（0. 晦 江尻屋七左衛門
（宮津） ⇒ 恵比寿屋喜左衛門 長次郎（神崎） 弐ツ半切塩 500 俵 【運賃】

銀 （75 匁 39

（0. 晦 江尻屋七左衛門
（宮津） ⇒ 恵比寿屋喜左衛門 塩屋庄八・平次

（神崎） 弐ツ半切塩 730 俵 【運賃】
銀 255 匁 5 分 40

（（.8 江尻屋七左衛門
（宮津） ⇒ 恵比寿屋喜左衛門 吉治郎（宮津）・

宗右衛門（田辺） 弐ツ半切 703 俵 不明 4（ 運賃記載なし

〔（（.20〕 江尻屋七左衛門
（宮津） ⇒ 夷屋喜左衛門 與兵衛（宮津） 塩 87 丁 ― 44

「一俵ニ付田
辺札四分」と
あり

【註】・本表は【表①】を基に作成した。各項目の書式は基本的に【表①】の凡例に準拠した。
・金額欄には口銭等の諸経費を加減後の最終決算額を記載した。


